
生駒市条例第９号 

生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２９年３月１５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例 

 生駒市道路占用料に関する条例（昭和３５年６月生駒市条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

 別表中「６１０円」を「６６０円」に、「９４０円」を「１，０００円」に、 

「１，３００円」を「１，４００円」に、「５５０円」を「５９０円」に、「８ 

 

 

 

５円」を「６円」に、「３円」を「４円」に、「５４０円」を「５８０円」に、

「３３０円」を「３５０円」に、「１，１００円」を「１，２００円」に、「４

６０円」を「５００円」に、「２３円」を「２５円」に、「３３円」を「３５円

」に、「４９円」を「５３円」に、「６６円」を「７１円」に、「９８円」を「

１１０円」に、「１３０円」を「１４０円」に、「２３０円」を「２５０円」 

に、「６６０円」を「７１０円」に、 

 

 

方メートル若しくは１メートル」を「０．０１平方メートル若しくは０．０１メ

ートル」に、「１平方メートル又は１メートルとして」を「その全面積若しくは

全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて」に改める。 

「 
１本 １，２００円 

」 
を 

「 
１本 １，３００円

」 
に、「５５円」を「５９円」に、「 

７０円」を「９５０円」に、 

「 
１平方メートル １，２００円

」 

「 
１平方メートル １，１００円

」 
に改め、同表備考第５項中「１平を 



附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３２条第１

項若しくは第３項の規定による許可を受け、又は同法第３５条の規定による同

意を得ている者で、既に当該許可又は同意に係る占用料を改正前の生駒市道路

占用料に関する条例の規定により納付しているものの占用料の額については、

当該占用料を納付している期間に限り、なお従前の例による。 

 


